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70歳雇用時代が来る？ 政府が検討開始

◆今秋から検討開始

政府は、未来投資会議と経済財政諮問会議で高齢
者が希望すれば原則70歳まで働ける環境整備に向け
た検討を、今秋から始める方針です。

現在は高年齢者雇用安定法で原則65歳までの雇用
が義務づけられていますが、同法を改正し、70歳雇
用を努力目標とすることを検討するとしています。

◆2019年度は補助金拡充

法改正に先駆け、まず高年齢者雇用に積極的な企
業への補助金を拡充するとしています。来年度予算
案で高齢者の中途採用を初めて実施した企業への補
助金を拡充し、「トライアル雇用」から始められる
ようにすることで企業に高齢者雇用への取組みを促
す方針です。

◆賃金大幅ダウン避ける仕組みも検討

内閣府の「平成29年版高齢社会白書」によれば、
現在仕事をしている高齢者の約４割が「働けるうち
はいつまでも」と回答しており、「70歳くらいま
で」が約22％、「75歳くらいまで」が11.4％、
「80歳くらいまで」が4.4％と、全体の８割近い人
が高齢期にも高い就業意欲を持っています。

しかし、現在は定年後に継続して働く場合でも高
年齢者雇用給付や在職老齢年金との兼合いで大幅に
賃金がダウンする仕組みとなっています。

このため、働く意欲や能力のある人が大幅に賃金
が下がらないようにするため、評価・報酬体系を官
民で見直すとしています。公的年金を70歳以降に受
給開始できるようにすることも検討される予定で、
70歳超から年金を受け取る場合には受取額を大幅に
加算する案も出ています。

◆現状は「再雇用」が８割

ただし、企業における現在の高齢者雇用は、定年
を65歳まで延長している企業が17％、定年廃止は
2.6％で、約８割が「再雇用」です。

時間を延長した」と回答しており、「適用されないよ
う所定労働時間を短縮した」という回答を上回ってい
ます。

多くのパートタイマーは、2016年の適用拡大をきっか
けとして、より長時間働くワークスタイルへ変化した
といえます。

◆適用拡大への企業対応

今回の適用拡大はまだ検討中の段階ですが、「（労
働時間を延長して）厚生年金加入を希望するパートタ
イマー」はこれからも増えるのではないでしょうか。

上記調査では、さらなる適用拡大が行われた場合の
企業対応として、「基本的には短時間労働者の希望に
基づき、出来るだけ加入してもらう」が最多の４割超
でした。企業にとっても適用拡大は、パートタイマー
を積極的に活用する良いきっかけなのかもしれません。

１０月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

１０日
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
［郵便局または銀行］
○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採
用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一
括有期事業を開始している場合＞[労働基準監督署]

３１日
○個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第３期分＞
［郵便局または銀行］
○労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、
７月～９月分＞［労働基準監督署］

○労働保険料の納付＜延納第２期分＞
［郵便局または銀行］
○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書
の提出［公共職業安定所］

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない
場合)<雇入れ・離職の翌月末日>［公共職業安定所］

政府は、高齢者雇用で成功している企業を参考に、
今秋以降、経済界などとも慎重に協議を進めるとして
います。

厚生年金のパート適用、さらなる拡大を検討

◆要件緩和で加入者200万人増？

厚生労働省が、パートタイマー（短時間労働者）の
厚生年金加入の適用拡大にむけ、検討会を設置すると
の報道がありました。要件を緩和し、最大200万人の
加入者増を見込むとしています。

◆パートタイマーの厚生年金適用範囲

厚生年金保険は、直近で2016年10月に適用拡大が
行われました。以降、パートタイマーの適用範囲は下
記Ａ・Ｂのいずれかになっています。

Ａ 所定労働時間および所定労働日数が一般社員の概
ね４分の３以上（一般的に所定労働時間「週30時間以
上」）。

Ｂ 次の①～⑤をすべて満たす人（①所定労働時間
「週20時間以上」／②月額賃金「8.8万円以上」／③
雇用（見込）期間「１年」以上／④学生でない／⑤勤
務企業の従業員規模「501人以上」（※2017年４月よ
り、500人以下も労使合意にて加入可））。

いま検討されているのは、上記②月額賃金を「6.8

万円以上」と引き下げることや、⑤企業規模「501人
以上」を撤廃すること等です。

◆労働時間を延長して厚生年金に加入したい

パートタイマー

2016年の適用拡大の際、新規加入者は25万人程度と
予想されていましたが、実際には37万人の加入者増と
なりました（「2018年４月４日社会保障審議会年金
部会」議事録）。

このことについて調査した、労働政策研究・研修機
構「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査
（略）働き方の変化等に関する調査」によると、2016
年の適用拡大に伴い働き方が「変わった」パートタイ
マーの半数以上が、「厚生年金・健康保険が適用され、
かつ手取り収入が増える（維持できる）よう所定労働


